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平成２８年度柏市健全化判断比率等審査の意見について

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２

２条第１項の規定により審査に付された平成２８年度柏市健全化判

断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載し

た書類について審査した結果，次のとおり意見書を提出します。
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平 成 ２ ８ 年 度 柏 市 健 全 化 判 断 比 率 審 査 意 見

１ 審査の対象

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第

９４号。以下「法」という。）第２条で定義する次の比率（以下

総称して「健全化判断比率」という。）並びにその算定の基礎と

なる事項を記載した書類

(1) 実質赤字比率

(2) 連結実質赤字比率

(3) 実質公債費比率

(4) 将来負担比率

２ 審査の期間

平成２９年６月３０日から平成２９年８月１０日まで

３ 審査の概要

平成２８年度健全化判断比率の審査は，市長から提出された前

記「審査の対象」に掲げる比率及びその算定の基礎となる事項を

記載した書類について，計数，所管部署から提出された関連資料

との突合及び関係職員からの説明聴取等により，以下の視点から

行った。

(1) 健全化判断比率は，法令等に則して正確に算定されているか。

(2) 健全化判断比率の算定の基礎となる事項を記載した書類は，

適正に作成されているか。

なお，審査は，前年度の当該審査に係る意見書において付した

意見への対応状況を注視するとともに，新たに健全化判断比率の

有効性，地方公会計制度導入の評価等の視点を加え行った。

４ 審査の結果

審査に付された健全化判断比率は，関係法令の規定に基づいて

算定され，かつ，その算定の基礎となる事項を記載した書類は適



正に作成されているものと認められた。

また，健全化判断比率は，財政健全化計画の策定が義務付けら

れる基準として国が定める「早期健全化基準」を下回っているこ

とが認められた。

５ 各比率の状況

近年の健全化判断比率の推移は，次のとおりである。

（ 単 位 ： ％ ）

26 年 度 27 年 度 28 年 度
早 期 健 全

化 基 準

財 政 再 生

基 準

実 質 赤 字 比 率
－

(△ 4. 8 7 )

－
(△ 5. 1 8 )

－
(△ 3. 7 1 )

11.25 20. 00

連 結 実 質 赤 字 比 率
－

(△ 25 . 0 0 )

－
(△ 25 . 9 6 )

－
(△ 27 . 3 7 )

16.25 30. 00

実 質 公 債 費 比 率 5.9 5.3 4.3 25.0 35 .0

将 来 負 担 比 率 16 .7 1.9
－

(△ 11 . 3 )
350.0

＊ 実 質 赤 字 比 率 ,連 結 実 質 赤 字 比 率 及 び 将 来 負 担 比 率 は ， 黒 字 収 支 の た め 比 率 は 算

定 さ れ て お ら ず 「 － 」 表 示 と な る 。 参 考 の た め 財 政 部 財 政 課 提 出 「 健 全 化 判 断 比

率 等 監 査 資 料 」 を 基 に 監 査 事 務 局 で 作 成 し た 数 値 を 括 弧 内 に 掲 載 し た 。

前年度と同様，すべての比率が早期健全化基準未満となった。

実質赤字比率 ,連結実質赤字比率及び将来負担比率は，いずれ

の会計においても実質赤字及び資金不足が発生せず黒字収支とな

った。

実質公債費比率は，前年度を 1.0 ポイント下回る 4.3％となり，

早期健全化基準（ 25.0％）を下回った。

(1) 実質赤字比率

一般会計等における実質収支の赤字額が標準財政規模に占め

る比率，すなわち一般会計等の赤字額が１年間の収入に対して

どれくらいの割合になるのかを示したものであり，財政運営の

悪化の度合いを示す指標である。平成２８年度の市の一般会計

等の実質収支は 2,832,841 千 円の黒字となったことから，実質

赤字比率は算定されなかった。

(2) 連結実質赤字比率



市の全会計における実質収支の赤字額（公営企業会計は資金

の不足額）の合計が標準財政規模に占める比率，すなわちすべ

ての会計の赤字額が１年間の収入に対してどれくらいの割合に

なるのかを示したものであり，地方公共団体全体の財政運営の

悪化の度合いを示す指標である。平成２８年度の市の実質収支

はすべての会計において黒字となり，その実質収支額及び資金

剰余額の合計は 20,851,183 千 円 と な っ たこ と か ら ， 連 結 実 質

赤字比率は算定されなかった。

(3) 実質公債費比率

一般会計等が決算年度に負担する地方債等の元利償還金及び

これに準ずる経費の合計が標準財政規模（基準財政需要額に算

入される公債費等を除く。）に占める比率，すなわち借入金の

返済額などが１年間の収入に対してどれくらいの割合になるの

かを示したものであり，地方公共団体の実質的な公債費負担の

規模を示す指標である。直近の３か年における算出値の平均に

より算定した本市の実質公債費比率は，前年度に引き続いて改

善し， 4.3％となった。

(4) 将来負担比率

一般会計等が将来にわたって負担すべき実質的な負債の総額



が 標 準 財 政 規 模 （ 基 準 財 政 需 要 額 に 算 入 さ れ る 公 債 費 等 を 除

く。）に占める比率，すなわち地方債残高ĭĮ数年įİに基づ

く支ı，職員のĲ職金などが 1 年間の収入に対してどれくらい

の割合になるのかを示したものであり，地方公共団体の実質的

な負債の規模を示す指標である。平成２８年度の本市の将来負

担比率は，地方債のĳĴ高ĭ債務負担行ĵに基づく支ıĶ定額

などの将来負担額 138,180,751 千 円に対して，財政ķĸ等の基

金ĭĹ市計画ĺ等のĻ当ļĽ財ľ等 145,850,946 千 円がĿ回っ

たことから，将来負担比率は算定されなかった。



（参考）柏市健全化判断比率等の算定対象となる会計のŀŁ

＊ （ 出 ł ） 財 政 部 財 政 課 「 平 成 ２ ６ 年 度 健 全 化 判 断 比 率 等 の 概 要 」 を 基 に 監 査 事

務 局 が 作 成 。



平 成 ２ ８ 年 度 柏 市 資 金 不 足 比 率 審 査 意 見

１ 審査の対象

法第２２条第２項で定義する資金不足比率並びにその算定の基

礎となる事項を記載した書類

２ 審査の期間

平成２９年６月３０日から平成２９年８月１０日まで

３ 審査の概要

平成２８年度資金不足比率の審査は，市長から提出された資金

不足及びその算定の基礎となる事項を記載した書類について，計

数，所管部署から提出された関連資料との突合及び関係職員から

の説明聴取等により，以下の視点から行った。

(1) 健全化判断比率は，法令等に則して正確に算定されているか。

(2) 健全化判断比率の算定の基礎となる事項を記載した書類は，

適正に作成されているか。

なお，審査は，前年度の当該審査に係る意見書において付した

意見への対応状況を注視するとともに，新たに健全化判断比率の

有効性，地方公会計制度導入の評価等の視点を加え行った。

４ 審査の結果

審査に付された資金不足比率は，関係法令の規定に基づいて算

定され，かつ，その算定の基礎となる事項を記載した書類は適正

に作成されているものと認められた。

また，いずれの公営企業会計における資金不足比率についても，

経 営 健全 化 計 画の 策 定 が 義務 付 け ら れる 基 準 とし て 国 が 定め る

「経営健全化基準」を下回っていることが認められた。

５ 各公営企業会計における資金不足比率の状況

資金不足比率は，各公営企業会計における資金不足額が当該公



営企業の事業規模に占める比率，すなわち公営企業の赤字額にあ

たる部Ńが公営企業の事業規模に対してどれくらいの割合になる

かを示したものであり，公営企業の経営の悪化の度合いを示す指

標である。

近年の市の資金不足比率の推移は，次のとおりである。

（ 単 位 ： ％ ）

ń Ń
資 金 不 足 比 率 経 営 健 全 化

基 準26 年 度 27 年 度 28 年 度

法

適

用

Ņ ņ 事 業 会 計
－

(△ 40 . 6 )

－
(△ 35 . 7 )

－
(△ 40 . 7 )

20.00

下 Ň ň 事 業 会 計
－

(△ 38 . 8 )

－
(△ 40 . 6 )

－
(△ 45 . 4 )

Ň ň 事 業 会 計
－

(△ 10 8 . 7 )

－
(△ 12 0 . 0 )

－
(△ 13 0 . 1 )

法

非

適

用

公 ŉ 総 合 地 方 Ŋ ŋ

市 Ō 事 業 ō Ŏ 会 計
－

(△ 51 . 7 )

－
(△ 58 . 9 )

－
(△ 48 . 1 )

＊ 資 金 不 足 比 率 は ， 黒 字 収 支 の た め 資 金 不 足 額 が 発 生 し な か っ た た め ， 当 該 比 率

は 算 定 さ れ て お ら ず 「 － 」 表 示 と な る 。 参 考 の た め 財 政 部 財 政 課 提 出 「 健 全 化 判

断 比 率 等 監 査 資 料 」 を 基 に 監 査 事 務 局 で 作 成 し た 数 値 を 括 弧 内 に 掲 載 し た 。

本市において資金不足比率の算定対象となるのは，Ņņ事業，

下Ňň事業，Ňň事業（以Ŀ，地方公営企業法適ŏ）及び公ŉ総

合地方Ŋŋ市Ō事業（地方公営企業法Ő適ŏ）の４事業に係る公

営企業会計であるが，すべての公営企業会計において資金不足が

発生せず黒字収支となったため，資金不足比率は算定されなかっ

た。



平 成 ２ ８ 年 度 柏 市 健 全 化 判 断 比 率 等 審 査 総 括 意 見

審査の結果，ōに付すべきものと判断した事項を，総括意見と

して次のとおり付記する。

１ 地方őŒ体における財政運営の健全性について

健全化判断比率は，すべての比率が早期健全化基準を下回る結

果となった。

しかしながら，実質公債費比率については，たœŔŕさせるの

をŖ標にすれŗŘいというものではなく，řŚ生śのŜĿĭ地ŝ

経済の発Şにş応して，適正な行政Ň準が確保されるŠ要がある。

šの決算審査では，Ķ算のŢšţ位のŤťをŦŃ行うよう意見

を付したとこŧであるが，Š要性が高い事業については，その財

ľとして，地方債をśŏし，そのĿで，行政Ň準の確保に加え，

収支均Ũĭ財政ũŪのūŬ性の確保から見た財政運営の健全化を

Ŗ指されたい。

２ 健全化判断比率等のśŏについて

法のŖ的は，単に財政再生団体等をŭい出して財政の早期健全

化ĭ再生をŮることœけでなく，健全化判断比率のů示のŰűĭ

ŃŲをŮることでもあり，早期健全化基準を下回っているųŴで

あれŗ，全くŵŶがないという認ŷであってはならない。

また健全化判断比率等は，財政状況のŸŹによる早期ź正ŻĽ

ĭ公営企業会計をżめ市の財政全体を数値化したŽトžſ（負債

等）ƀƁとしてƂ要なものである。

以Ŀのことをƃまえたうえで，地方公会計による指標のƄ加ĭ

指標のƅƆ合わせによるŃŲをƄ加するなど，より総合的な財政

ŃŲをƇめられたい。そして，そのŃŲ結果を財政部局にとどめ

ることなく，ƈく職員のƉƊにつなげ，Ƌƌの財政運営にśŏさ

れるようƍめるとともに，市Śに指標の意ƎをƉƊしてもらえる

ようƀƁů示にƏƐされたい。


